
ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市への定住を促進し、人口の増加による活気に満ちあふれた地域

社会を築くため、本市に移住し、定住しようとする者（以下「移住予定者」という。）

が居住するための住宅（以下「移住住宅」という。）を確保するために要する経費に対

し、予算の範囲内において、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則（平成 17年佐伯市規則第 56

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 定住 将来にわたって本市に５年以上生活の本拠を置くことをいう。 

（２） 移住 本市外の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法（昭和 42 年法律

第 81 号）の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに本市

に生活の本拠を置くことをいう。ただし、転勤、出向等の職務上の転入、進学等

による一時的な転入、親族等と同居して生活を共にする場合の転入その他これら

に類する転入を除く。 

（３） 空き家 佐伯市空き家バンク事業実施要綱（平成 27 年佐伯市告示第 187 号）

第４条第２項の規定により登録された物件をいう。 

（４） 所有者等 移住住宅の所有者又は管理者（移住予定者と３親等以内の親族であ

る者が、移住住宅を確保するために補助金の交付の対象となる事業（以下「補助

対象事業」という。）を行い、当該移住住宅の所有者又は賃借人になる場合は、

当該親族）をいう。 

（５） 小規模集落等 次に掲げる区域等をいう。 

  ア 第５条に規定する補助金の交付申請の日の属する年度（以下「交付申請年度」

という。）において、高齢化率（65 歳以上の高齢者の占める割合をいう。）が 50

パーセント以上の自治区の区域 

  イ 山村振興法（昭和 40年法律第 64号）第７条第１項の規定により振興山村とし

て指定された区域 

  ウ 離島振興法（昭和 28年法律第 72号）第２条第１項の規定により離島振興対策

実施地域として指定された地域 

  エ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

（昭和 37年法律第 88号）第２条第１項に規定する辺地 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

 （１） 次に掲げる要件を全て満たす移住予定者であって、補助対象事業に係る補助金

の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）を負担するもの 



   ア 住民基本台帳法の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されていない

者であって、かつ、本市に生活の本拠を置いていない者又は移住から１年（研修・

活動後に定住が見込まれるファーマーズスクール、地域おこし協力隊等の市長が

別に認める研修・活動期間を除く。）を経過していない者 

   イ 本市への転入が、転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入、

親族等と同居して生活を共にする場合の転入その他これらに類する転入でないこ

と。 

   ウ 定住を誓約できる者 

   エ 世帯員全員が佐伯市暴力団排除条例（平成 23年佐伯市条例第 43号）第６条第

１号に規定する暴力団関係者（以下単に「暴力団関係者」という。）でないこと。 

   オ 所有者等と３親等以内の親族でない者。ただし、３親等以内の親族である者が、

移住住宅を確保するために補助対象事業を行い所有者等になる場合であって、移

住予定者が当該移住住宅に居住することが明らかであるときは、この限りでない。 

   カ 移住住宅（賃借する空き家に限る。）の改修をする場合は、改修に対する賃貸

人の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除並びに有益費償還請求権及び造

作買取請求権の放棄について確認ができる者 

   キ 補助対象事業が交付申請年度内に完了すること。 

   ク 過去において、この告示による補助金を交付されたことのない者 

   ケ 世帯員全員が本市及び移住前の住所地の市区町村において、納入すべき税を完

納していること。 

   コ 本市が補助対象事業を活用して移住した者に対して行う各種調査に協力するこ

と。 

   サ 移住後は、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調

して生活すること。 

   シ その他市長が適当でないと認める者でないこと。 

 （２） 次に掲げる要件を全て満たす所有者等であって、補助対象事業（引っ越しを除

く。）に係る補助対象経費を負担するもの 

   ア 前号（カからケまでを除く。）に掲げる要件を全て満たす移住予定者が居住す

るための住宅の所有者等 

   イ 暴力団関係者でない者 

ウ 移住予定者と３親等以内の親族でない者。ただし、移住予定者と３親等以内の

親族である者が、移住住宅を確保するために補助対象事業を行い所有者等になる

場合であって、移住予定者が当該移住住宅に居住することが明らかであるときは、

この限りでない。 

エ 移住住宅（賃借する空き家に限る。）の改修をする場合は、改修に対する賃貸

人の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除並びに有益費償還請求権及び造

作買取請求権の放棄について確認ができる者 



   オ 補助対象事業が交付申請年度内に完了すること。 

   カ 過去において、この告示による補助金を交付されたことのない者 

   キ 本市に納入すべき税を完納している者 

   ク その他市長が適当でないと認める者でないこと。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、移住住

宅の建設、購入又は賃借に係る契約の締結後、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助

金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （１） 移住住宅の建設、購入又は賃借に係る契約書の写し 

 （２） 申請をしようとする補助対象事業（家財処分、住宅改修及び引っ越しに限る。）

に係る契約書又は見積書の写し 

 （３） 誓約書（様式第２号） 

 （４） 移住住宅付近の見取図並びに移住住宅の配置図及び平面図 

 （５） 移住住宅の立面図（建設をする場合に限る。） 

 （６） 移住住宅の写真（購入又は賃借をする場合に限る。） 

 （７） 移住予定者の住民票謄本（移住前の住所地が分かるもの） 

 （８） 移住住宅（賃借する空き家に限る。）の改修をする場合は、改修に対する賃貸人

の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除並びに有益費償還請求権及び造作

買取請求権の放棄について確認ができる書類 

 （９） 交付申請時において本市及び移住前の住所地の市区町村に納入すべき税の完納

証明書（移住予定者が属する世帯の世帯員全員分）。ただし、市長が認める場合は、

その一部を省略することができる。 

 （10） 所有者等が交付申請時において本市に納入すべき税の完納証明書（所有者等が

申請者である場合に限る。） 

 （11） その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の

交付の適否を決定し、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付決定通知書（様式

第３号）又はようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金不交付決定通知書（様式第４号）

により申請者に通知するものとする。 

 （変更等の申請等） 

第７条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、

その交付決定を受けた内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、

あらかじめようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付変更・中止・廃止申請書（様

式第５号）を市長に提出しなければならない。この場合において、変更の場合にあって



は、当該変更に係る第５条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付

決定内容を変更する場合はようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付決定変更通

知書（様式第６号）により、変更を承認しない場合はようこそ佐伯住まいるサポート事

業補助金交付決定変更不承認通知書（様式第７号）により、交付決定を取り消す場合は

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により補

助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 補助事業者は、移住予定者が移住住宅に居住し、転入の手続が完了したときは、

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 移住予定者の移住後の住民票謄本 

 （２） 実績報告時において本市に納入すべき税の完納証明書（移住予定者が属する世

帯の世帯員全員分）。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することがで

きる。 

 （３） 所有者等が実績報告時において本市に納入すべき税の完納証明書（所有者等が

補助事業者である場合に限る。） 

 （４） 補助対象事業に係る補助対象経費を支払ったことを証明する書類 

 （５） 移住住宅の登記事項証明書の写し 

 （６） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による実績報告は、交付申請年度内に行わなければならない。 

 （額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、交付

すべき補助金の額を確定し、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金額の確定通知書

（様式第 10号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第 10 条 前条の規定による額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求を

しようとするときは、速やかにようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付請求書

（様式第 11号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付

するものとする。 

 （その他） 

第 11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

 （佐伯市空き家改修補助金交付要綱の廃止） 



２ 佐伯市空き家改修補助金交付要綱（平成 27年佐伯市告示第 188号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この告示の施行の日の属する年度に申請を行う場合の第３条第１号ア及び第２号アの

規定の適用については、同条第１号ア中「経過していない者」とあるのは、「経過して

いない者若しくは平成 27年４月１日から同年７月７日までに移住をした者」とする。 

 （この告示の失効） 

４ この告示は、平成 32年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第５条

の規定による申請を行った者に対するこの告示の規定の適用については、同日後も、な

おその効力を有する。 

  



別表（第４条関係）  

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額 

仲介手数料 移住住宅の賃貸借契約

又は売買契約に要する

手数料（印紙代を除く。） 

補助対象経費の額とし、その額が５万円を超え

る場合は、５万円とする。 

家財処分 移住住宅（空き家に限

る。）及びその敷地内に

散在する家財等の撤去

及び処分に要する費用 

補助対象経費の額とし、その額が 10万円を超

える場合は、10万円とする。 

住宅建設・住

宅購入 

移住住宅の建設又は購

入に要する費用 

補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その

額に 1,000円未満の端数がある場合は、その端

数を切り捨てた額）とし、その額が 100 万円

を超える場合は、100万円とする。ただし、次

の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各

号に定める額をそれぞれ加算する。 

（１） 本市に本店を有する業者が建設する場

合 10万円 

（２） 小規模集落等内に建設し、又は小規模

集落等内に存する移住住宅を購入する

場合で、かつ、次のいずれかの条件を満

たす場合 10万円 

  ア 交付申請年度の末日において、移住予

定者が属する世帯の世帯主の年齢が 45

歳未満である場合 

  イ 交付申請年度の末日において、移住予

定者が属する世帯に満 15歳に達する日

以後の最初の３月末日までの間にある

子どもがいる場合 

住宅改修 移住住宅（空き家に限

る。）の改修に要する費

用 

補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（その

額に 1,000円未満の端数がある場合は、その端

数を切り捨てた額）とし、その額が 100 万円

を超える場合は、100万円とする。 

引っ越し 移住住宅への引っ越し

に要する費用 

補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（その

額に 1,000円未満の端数がある場合は、その端

数を切り捨てた額）とし、その額が 20万円を

超える場合は、20万円とする。 



 備考 

  １ 国又は他の地方公共団体等からこの告示による補助金以外の補助等がなされる場

合は、その補助等がなされる部分の経費を補助対象経費から控除する。 

  ２ 補助金の額は、補助対象事業ごとのそれぞれの補助金の額を合算する。 

３ 空き家の購入及び改修を併用する場合において、当該購入及び改修のそれぞれの

補助金の額の合計額（この表住宅建設・住宅購入の項補助金の額の欄ただし書に規

定する加算額を除く。）が 100 万円を超えるときは、100 万円を限度額とする。こ

の場合において、当該購入及び改修に係る申請者が異なる場合は、改修、購入の順

により補助金の額を算定する。 



様式第１号（第５条関係） 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付申請書 

   年  月  日 

佐伯市長          様 

 

住 所           

申請者 氏 名                ㊞ 

電話番号 

 

次のとおり、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金の交付を受けたいので、ようこ

そ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請

します。 

１ 交付申請額 

補助対象事業 補助対象経費 申請額 

□仲介手数料 円 円 

□家財処分 円 円 

□住宅建設 円 円 

 □市内業者 円 

□小規模集落等 円 

□住宅購入 円 円 

 □小規模集落等 円 

□住宅改修 円 円 

□引っ越し 円 円 

合 計 円 

２ 事業期間（予定）   年  月  日  ～    年  月  日 

３ 添付書類 

□移住住宅の建設、購入又は賃借に係る契約書の写し 

□申請をしようとする補助対象事業（家財処分、住宅改修及び

引っ越しに限る。）に係る契約書又は見積書の写し 

□誓約書（様式第２号） 

□移住住宅付近の見取図並びに移住住宅の配置図及び平面図 

□移住住宅の立面図（建設をする場合に限る。） 

□移住住宅の写真（購入又は賃借をする場合に限る。） 

□移住予定者の住民票謄本（移住前の住所地が分かるもの） 

□移住住宅（賃借する空き家に限る。）の改修をする場合は、改

修に対する賃貸人の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の

免除並びに有益費償還請求権及び造作買取請求権の放棄につ

いて確認ができる書類 

□交付申請時において本市及び移住前の住所地の市区町村に納

入すべき税の完納証明書（移住予定者が属する世帯の世帯員

全員分） 

□所有者等が交付申請時において本市に納入すべき税の完納証

明書（所有者等が申請者である場合に限る。） 

□その他（                       ） 



様式第２号（その１）（第５条関係） 

（移住予定者が申請する場合に用いること。） 

誓  約  書 

年  月  日  

佐伯市長         様 

 住  所 

             （移住予定者） 

                    氏  名              ㊞ 

 

 ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金の交付申請に当たり、私の世帯の市税の納付

状況に関し関係公簿等を照会し、及び調査されることに同意するとともに、以下のとおり

誓約します。 

 

１ 佐伯市内への転入は、転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入、親

族等と同居して生活を共にする場合の転入その他これらに類する転入ではありません。 

２ 定住（移住後、少なくとも５年以上佐伯市に生活の拠点を置くこと）をする意思があ

ります。 

３ 世帯員全員が、佐伯市暴力団排除条例第６条第１号に規定する暴力団関係者ではあり

ません。 

（４は、いずれかを削除すること。） 

４ 移住住宅の所有者等は、３親等以内の親族ではありません。 

４ 移住住宅を確保するため３親等以内の親族が補助対象事業を行い所有者等となります

が、当該移住住宅には私（世帯員を含む。）が居住します。 

５ 過去において、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金の交付を受けたことはあり

ません。 

６ ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金を活用して移住した者に対して佐伯市が行

う各種調査に協力します。 

７ 移住後は、佐伯市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して

生活します。 

８ この誓約事項に違反したとき、申請内容に事実と相違が認められるとき等、佐伯市補

助金等交付規則第 16 条第１項各号に掲げる事由に該当したときは、交付決定の全部又

は一部の取消しを受けても異議はなく、佐伯市から受けた補助金を直ちに返還します。 

 

 



様式第２号（その２）（第５条関係） 

（所有者等が申請する場合に用いること。） 

誓  約  書 

年  月  日  

佐伯市長         様 

 住  所 

              （所有者等） 

                    氏  名              ㊞ 

 

 ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金の交付申請に当たり、私の市税の納付状況に

関し関係公簿等を照会し、及び調査されることに同意するとともに、以下のとおり誓約し

ます。 

 

１ 佐伯市暴力団排除条例第６条第１号に規定する暴力団関係者ではありません。 

（２は、いずれかを削除すること。） 

２ 移住予定者は、３親等以内の親族ではありません。 

２ 移住予定者は、３親等以内の親族ですが、移住住宅には当該移住予定者（世帯員を含

む。）が居住します。 

３ 過去において、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金の交付を受けたことはあり

ません。 

４ この誓約事項（以下の移住予定者の誓約事項を含む。）に違反したとき、申請内容に事

実と相違が認められるとき等、佐伯市補助金等交付規則第 16 条第１項各号に掲げる事

由に該当したときは、交付決定の全部又は一部の取消しを受けても異議はなく、佐伯市

から受けた補助金を直ちに返還します。 

 

年  月  日  

佐伯市長         様 

 住  所 

             （移住予定者） 

                    氏  名              ㊞ 

 

 ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金の交付を所有者等が申請するに当たり、私の

世帯の市税の納付状況に関し関係公簿等を照会し、及び調査されることに同意するととも

に、以下のとおり誓約します。 

 

１ 佐伯市内への転入は、転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入、親

族等と同居して生活を共にする場合の転入その他これらに類する転入ではありません。 

２ 定住（移住後、少なくとも５年以上佐伯市に生活の拠点を置くこと）をする意思があ

ります。 

３ 世帯員全員が、佐伯市暴力団排除条例第６条第１号に規定する暴力団関係者ではあり

ません。 

４ ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金を活用して移住した者に対して佐伯市が行

う各種調査に協力します。 

５ 移住後は、佐伯市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して

生活します。  



様式第３号（第６条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

            様 

 

佐伯市長          印    

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請があった、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金に

ついては、次のとおり交付の決定をしたので、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金

交付要綱第６条の規定により通知します。 

１ 交付決定額 

補助対象事業 申請額 決定額 

□仲介手数料 円 円 

□家財処分 円 円 

□住宅建設 円 円 

 □市内業者 円 円 

□小規模集落等 円 円 

□住宅購入 円 円 

 □小規模集落等 円 円 

□住宅改修 円 円 

□引っ越し 円 円 

合 計 円 円 

２ 交付の条件 

（１） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補

助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長

に報告し、その指示を受けること。 

（２） この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及

び証拠書類は、補助対象事業が完了した日の属する年度

の翌年度から起算して５年間整備し、及び保管すること。 

（３） 誓約した事項を遵守すること。 

（４） 佐伯市補助金等交付規則、ようこそ佐伯住まいるサポ

ート事業補助金交付要綱その他この補助金に係る規程の

定めに従うこと。 

３ 問合せ先 
      部      課      係 

担当者        電話番号 



様式第４号（第６条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

            様 

 

佐伯市長          印    

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金不交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請があった、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金に

ついては、下記の理由により交付の決定ができませんので、ようこそ佐伯住まいるサポー

ト事業補助金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

記 

 

交付決定できない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                部  課  係  

                              担当者 

                              電話番号 



様式第５号（第７条関係） 

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付変更・中止・廃止申請書 

                                                   年  月  日 

佐伯市長         様 

 

住 所           

申請者 氏 名                ㊞ 

電話番号 

 

   年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定の通知を受けた内容を（変

更・中止・廃止）したいので、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱第７条

第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 変更・中止・廃止の理由 

 

 

２ 変更の内容（当該変更に係るようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱第５

条各号に掲げる書類を添付すること。） 

 

 

 

 

 

３ 中止の期間       年  月  日～    年  月  日 

 

４ 廃止の期日       年  月  日 



様式第６号（第７条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

            様 

 

佐伯市長          印    

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付決定変更通知書 

 

年  月  日付け  第  号により交付決定したようこそ佐伯住まいるサポー

ト事業補助金については、次のとおり変更することに決定したので、ようこそ佐伯住まい

るサポート事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

１ 交付決定変更額 

補助対象事業 既交付決定額 交付決定変更額 

□仲介手数料 円 円 

□家財処分 円 円 

□住宅建設 円 円 

 □市内業者 円 円 

□小規模集落等 円 円 

□住宅購入 円 円 

 □小規模集落等 円 円 

□住宅改修 円 円 

□引っ越し 円 円 

合 計 円 円 

２ 問合せ先 
      部      課      係 

担当者        電話番号 

  



様式第７号（第７条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

            様 

 

佐伯市長          印    

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付決定変更不承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請があった、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金に

ついては、下記の理由により不承認とすることに決定しましたので、ようこそ佐伯住まい

るサポート事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                部  課  係  

                              担当者 

                              電話番号 

 



様式第８号（第７条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

            様 

 

佐伯市長          印    

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付決定取消通知書 

 

 下記の理由により、   年  月  日付け  第  号による、ようこそ佐伯住ま

いるサポート事業補助金の交付決定を取り消したので、ようこそ佐伯住まいるサポート事

業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                部  課  係  

                              担当者 

                              電話番号 

 



様式第９号（第８条関係） 

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金実績報告書 

年  月  日 

佐伯市長          様 

 

住 所           

報告者 氏 名                ㊞ 

電話番号 

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定の通知があった、ようこそ佐伯住まい

るサポート事業補助金に係る実績について、ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交

付要綱第８条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

１ 交付決定額               円 

２ 添付書類 

□移住予定者の移住後の住民票謄本 

□実績報告時において本市に納入すべき税の完納証明書（移住

予定者が属する世帯の世帯員全員分） 

□所有者等が実績報告時において本市に納入すべき税の完納証

明書（所有者等が補助事業者である場合に限る。） 

□補助対象事業に係る補助対象経費を支払ったことを証明する

書類 

□移住住宅の登記事項証明書の写し 

□その他（                       ） 

  



様式第 10号（第９条関係） 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

            様 

 

佐伯市長          印    

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金額の確定通知書 

 

   年  月  日付け  第  号により決定した、ようこそ佐伯住まいるサポート

事業補助金の交付について、下記のとおり額を確定したので、ようこそ佐伯住まいるサポ

ート事業補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額               円 

 

２ 交付確定額               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                部  課  係  

                              担当者 

                              電話番号 



様式第 11号（第 10条関係） 

 

ようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付請求書 

年  月  日 

佐伯市長          様 

 

住 所           

請求者 氏 名                ㊞ 

電話番号 

 

   年  月  日付け  第  号で補助金の額の確定通知があった、ようこそ佐伯

住まいるサポート事業補助金       円を交付されるよう、ようこそ佐伯住まいる

サポート事業補助金交付要綱第 10条の規定により請求します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 振込先 

 

 

振

込

金

融

機

関 

金融機関名 
        銀行           支店 

        金庫           出張所 

預 金 種 別 □ 普通     □ 当座 

口 座 番 号                

口座名義人 
（フリガナ） 

氏 名 


